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地方公共団体等による定期的な報告に関するフォローアップ実施状況
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資料２－２



１．ログの分析等関係

対象機関の報告に対するアドバイスの例

アドバイス内容対象機関の報告項目

専門的な知識がない、又は外部
委託をしないとしても、委員会公
表資料に沿って、表計算システ
ムのフィルタ機能等を利用する
ことにより、ログの分析・確認は
可能である旨、説明した。

分析を実施できる専門
的な知識を持った者が
おらず、外部委託の予
定もない。

ログの分析等

不自然な曜日・時間帯に、ログイ
ン、操作していないか等、対象を
絞ることで、全てのログを網羅的
に確認しなくとも、ログの分析・
確認は可能である旨、説明した。

体制が整備されておら
ず、膨大なログもある
ことから定期的な実施
は困難。

ログの分析等の項目について「令和７年度中に実施できない。」と回答した86機関に対して個別に電話連絡し、必要に応じて、ログの分析・確
認方法について説明している委員会公表資料を紹介するとともに、具体的な状況等をヒアリングし、各機関の実態に合わせてアドバイスを行った。

＜紹介した資料（一部抜粋）＞

資料URL：https://www.ppc.go.jp/files/pdf/log_bunseki.pdf

ログの分析等のフォローアップ総評
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◆ 令和７年度中に実施できない理由として、「専門的な知識
を持った人がいない」、「対象となるデータログが多く、分
析は困難」という意見が多かったが、紹介した資料に基づき、
ログの分析対象の選定方法やログを分析する際の観点等につ
いて説明した結果、多くの機関から令和７年度中に「委員会
公表資料を参考として速やかにログの分析を実施したい」と
いった今後の改善を期待できる発言を得られた。

◆ 令和７年度中にログの分析の対象範囲や分析手法の検討が
間に合わないと発言のあった機関においても、令和８年度に
改善を行う旨の発言が得られた。
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２．委託・再委託関係

対象機関の報告に対するアドバイスの例

アドバイス内容対象機関の報告項目

委託先が特定個人情報等を保管し続けるこ
となどを防止するための安全管理措置等を
検討し、当該措置を講ずる旨を仕様書等に
盛り込む等の対応について説明した。

契約の担当課が確
認しなければならな
いことを理解してい
なかった。

委託先の事
前確認

委託先等における特定個人情報等の取扱
状況に関して定期的に報告を受け、当該報
告の内容を十分に検討する等の対応が必要
である旨説明した。

契約内容の遵守状
況までは報告を求め
なかった。

委託先から
の報告

委託元は、再委託先に対して間接的な監督
義務があることから、委託元は再委託先が
取り扱う特定個人情報について適切な安全
管理が図られるかどうか把握しておく必要が
ある旨、説明した。

業務過多、人員不足
により確認作業の実
施ができなかった。

再委託先の
事前確認

委託先が実施してい
る再委託先の監督
状況の報告を受けて
いない。

再委託先の
監督状況

委託・再委託のフォローアップ総評

委託先・再委託先の監督や、委託先・再委託先の安全管理措置の実施状況や再委託先の監督状況について「確認していない。」と回答した34
機関に対して個別に電話連絡し、必要に応じて、データ入力業務の委託先に対する監督について説明している委員会公表資料を紹介するととも
に、具体的な状況等をヒアリングし、各機関の実態に合わせてアドバイスを行った。

＜紹介した資料（一部抜粋） ＞

資料URL：https://www.ppc.go.jp/files/pdf/itaku_kanntoku.pdf

◆ 令和６年度中に実施していない理由として、契約所管部署
において、前年度までは委託や再委託がなかったため、「取
りまとめ課の窓口担当者が理解していても、契約所管部署の
担当者が実施していない」との回答があった。改めて取りま
とめ課の窓口担当者から関係部署に対して、「委託先の安全
管理措置について確認する必要があること」、「委託元は、再委託
先に対して間接的な監督義務があること」について周知するよう
伝えた。
これを踏まえ、 多くの機関から令和７年度中に「取りまとめ課とし
て、確実に実施しているか確認したい」といった今後の改善を期待
できる発言があった。

◆ それ以外の令和７年度のフォローアップのタイミングで委
託契約等が終了しており、改善できなかった機関においても、
令和８年度中に改善を行う旨の発言が得られた。
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３．その他安全管理措置の項目に係る資料等の送付

○ログの分析等の項目及び委託先・再委託先の項目以外の各種安全管理措置の項目について、「令和７年度中に実施できない」と回答した
152機関に対して、安全管理措置を徹底してもらうために参考資料として委員会公表資料等をメールにより提供した。

リンク先参考資料
対象
機関数

項目

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/c
hihou_youryou.pdf

取扱要領の例
「地方公共団体等における保有個人情報等取扱要領等」

5規程の整備

6事務の範囲の
明確化等

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/
mynumber_kensyuu.pdf

「特定個人情報の適正な取扱いのための各種研修資料」44研修

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/k
ansa_manual.pdf

https://www.ppc.go.jp/files/pdf//
check_list_MN_2412.pdf

「地方公共団体等における特定個人情報等に関する監査実施マニュ
アル～はじめての監査のために～」

「地方公共団体等における監査のためのチェックリスト～マイナンバー
の適正な取扱いのために～」

89監査の実施

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/2
506_my_number_guideline_gyousei.
pdf

「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（行政機関等
編）」の該当箇所

36盗難等の防止

10電子媒体の
接続制限

＜提供した資料等一覧＞

※ フォローアップ対象機関数（152）は重複を省いた数値であるため、各項目における対象機関数の合計値と一致しない。
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４．令和７年度から新設された報告項目のフォローアップ

○研修未受講者の確認状況については、受講の確認を行っていないと回答した機関（225機関）、一部未受講者がいると回答した機関（303
機関）に対して委員会ホームページに掲載されている参考資料（「地方公共団体等における保有個人情報等取扱要領等の研修出欠リス
ト」）をメールで案内するとともに、研修未受講者に対して必要な措置を講ずることを促す注意喚起を行った。

資料URL：https://www.ppc.go.jp/files/pdf/chihou_youryou.pdf

○ログの分析等の実施頻度について、「不定期又は必要に応じて随時」と回答した機関（258機関）に対しては、委員会ホームページに掲載
されている参考資料（「特定個人情報等の利用状況のログ分析・確認について」）をメールにて案内するとともに、定期的なログ分析等の
実施を促す注意喚起を行った。また、「年1回〜数回確認している」と回答した機関（445機関）に対しても、同様に参考資料（「特定個人情
報等の利用状況のログ分析・確認について」）をメールにて案内し、ログ分析等の実施頻度の向上を促した。

資料URL： https://www.ppc.go.jp/files/pdf/log_bunseki.pdf

【ログの分析等の実施頻度】

【研修未受講者の確認状況】

５．規程の整備が「未実施」と報告のあった機関（5機関）に対するミーティング

○令和７年度の定期的な報告において、規程の整備を「未実施」と報告した各自治体と個別に意見交換を行い、実態確認および改善方針
の共有を行った（WEBミーティング）。

○規程の整備については多くの自治体において、人員不足やノウハウ不足により対応が後手となっている実態が見られたが、委員会ホー
ムページに掲載している「地方公共団体等における保有個人情報等取扱要領等」をひな形として提示し、これに基づき取扱規程の整備
をする旨、システム標準化の移行に合わせて規程の施行を準備中である旨などを確認した。


